
船舶事故調査報告書 

令和４年８月３１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年１２月１２日 １２時３０分ごろ 

発生場所 和歌山県串本町苗
みょう

我
が

島南東方沖 

 苗我島灯台から真方位１３３°３１０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°２７.５′ 東経１３５°４８.０′） 

事故の概要  遊漁船姫
ひめ

丸は、北北西進中、また、プレジャーボート第７貴
き

竜
りゅう

丸

は、船首を北西方に向けて揚錨作業中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和３年１２月２０日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 遊漁船 姫丸、４.１トン 

   ＷＫ３－２１６３１（漁船登録番号）、個人所有 

   第２５２－１８３６９号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ プレジャーボート 第７貴竜丸、１.３トン 

ＷＫ３－２０６６０（漁船登録番号）、個人所有 

   第２５２－２５７３９号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首部に擦過傷 

Ｂ 左舷部船尾から中央部に亀裂及び擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 高潮時 

串本町には、１２月１２日０９時５４分に強風注意報が発表され、

本事故当時も継続中であった。 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣り客４人を乗せ、遊漁を行っ

た後、他の遊漁船と共に釣り場から係留地に向けて帰航を開始した。 

船長Ａは、操舵室で椅子に腰を掛けて自動操舵で操船に当たり、可

航幅が約１２０ｍの港口（以下「本件港口」という。）に向けて約 

１２ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で北北西進中、衝

撃を受け、Ａ船とＢ船とが衝突したことを知り、落水していたＢ船の

乗船者２人を救助した。 

Ａ船は、約１２kn の速力で航行すると船首浮上により、船首方約

５°の範囲で死角が生じていた。 

船長Ａは、本件港口に向けて左転した際、右舷方を同航中の１隻の

遊漁船（以下「Ｃ船」という。）がほぼ同時に本件港口に向けて左転



したので、変針後もＣ船の動静に意識を向けて船首方に死角が生じた

状態で航行を続けており、衝撃を受けるまでＢ船に気付かなかった。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、知人１人（以下「同乗者Ｂ」と

いう。）を乗せ、本件港口南方沖の底質が岩である場所に錨泊して釣り

を行った後、釣り場を移動することとした。 

船長Ｂは、船外機を始動させて中立運転とし、船首を北西方に向

け、船首部のウインチを利用して揚錨作業中、錨が根掛かりの状態と

なったことに気付いた。 

船長Ｂは、同乗者Ｂと共に錨索を一旦たつ
．．

に係止しようとした際、

エンジン音を船尾方に聞き、振り向くとＡ船を至近に認め、危険を感

じて同乗者Ｂに危ないと叫ぶと同時に海に飛び込んだ後、Ｂ船とＡ船

とが衝突したことを認めた。 

船長Ｂは、揚錨作業開始前に周囲を確認した際、沖から本件港口に

向かうＡ船ほか３隻の遊漁船を船尾方約１,０００ｍに視認していた

ものの、錨泊中に他船がＢ船と距離を隔てて本件港口を航行していた

ので、Ｂ船に向かってくる船はいないと思っていた。 

船長Ｂは、錨が根掛かりの状態となり、船首方を向いて揚錨作業に

集中してしまったと本事故後に思った。 

船長Ａ及び船長Ｂは、本事故当時、強風注意報が発令されていたも

のの、強い風を感じなかった。 

分析  Ａ船は、船首浮上により船首方に死角がある状態で本件港口に向け

て北北西進中、船長Ａが、右舷方のＣ船の動静に意識を向けながら航

行を続けたことから、前路で揚錨作業中のＢ船に気付かず、Ｂ船と衝

突したものと考えられる。 

 船長Ａは、本件港口に向けて左転した際、右舷方のＣ船が本件港口

に向けてほぼ同時に左転したことから、変針後もＣ船の動静に意識を

向けていたものと考えられる。 

Ｂ船は、船首を北西方に向けて揚錨作業中に錨が根掛かりの状態と

なった際、船長Ｂが、揚錨作業開始前に船尾方から接近する他船を初

認していたものの、錨泊中に他船がＢ船と距離を隔てて本件港口を航

行しており、航行中の他船が錨泊中のＢ船を避けてくれると思い、船

首方を向いて揚錨作業に集中していたことから、Ａ船が接近している

ことに気付くのが遅れ、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が船首浮上により船首方に死角がある状態で北北西

進中、Ｂ船が船首を北西方に向けて揚錨作業中、船長Ａが、右舷方の

Ｃ船の動静に意識を向けながら航行を続け、また、船長Ｂが、航行中

の他船が錨泊中のＢ船を避けてくれると思い、船首方を向いて揚錨作

業に集中していたため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 



・船首方に死角を生じる船舶の船長は、航行中、一定の方向に意識

を向けず、死角が解消される位置に立ったり、船首を左右に振っ

たりするなどして死角を補う見張りを行うこと。 

・船長は、錨泊中、接近する他船を認めた場合、他船が避けてくれ

ると思わず、動静監視に努め、汽笛等による他船への注意喚起を

行い、必要に応じ揚錨作業を中止して避航動作を採ること。 

 


